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参考２    
 

 

 

公害防止管理者制度検討会報告書（概要） 

（平成１６年３月２６日） 

 

 

 

１．検討の経緯 

 

公害防止管理者制度を含む必置制度、国家資格制度については、規制緩和や行政改革

の観点から、見直しの必要性について規制改革推進３か年計画（平成１４年３月閣議決

定）、公益法人改革実施計画（同閣議決定）で指摘を受けた。このため、今後の本制度

のあり方について、同指摘事項を中心として公害防止を取り巻く新たな課題も勘案しつ

つ検討することを目的として、昨年１２月に経済産業省産業技術環境局及び環境省環境

管理局が共同で有識者からなる公害防止管理者制度検討会（委員名簿は後記）を設置し、

報告書を取りまとめた。 

 

 

２．報告書の要点 

 

国として公害防止対策の効果を減じさせることがないという前提の下、まず、必置制

度そのものの現代における必要性を検証した。また、現代においてもその意義が認めら

れる場合であっても、併せて、必置制度の運用面も含め、過剰規制の排除、事業者負担

の合理的な軽減等の観点から十分な見直しを行った。その結果、必要な対応策の方向性

について以下の結論を得た。 

 

・ 公害防止管理者制度は、ナショナルミニマムとして引き続き必要である。 

・ 一定の条件の下、同一社内の敷地の離れた複数の工場、同一敷地内の複数の関連会

社の工場において、公害防止管理者の兼任を認める。 

・ 中小企業については、協同組合等を組織している場合に加え、一定の条件の下、地

域の同業種間で共同で公害防止管理者を選任することを認める。 

・ 大気関係の公害防止管理者と水質関係の公害防止管理者との連絡調整が容易又は

連絡調整の必要性が低いと認められる場合に公害防止主任管理者の選任を免除す

る。 

・ 国家試験に科目別合格制を導入し、受験者の負担軽減を図るとともに国家資格の取

得促進を図る。 

・ 国家試験の出題について、測定技術等現場での公害防止管理者の実務と乖離してい

る部分は内容の適正化を図る。 

・ 高校卒業以上に限定されていた資格認定講習の受講資格の学歴要件について、一定

の実務経験があれば学歴を問わず受講可能とする。 
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